
早いもので、あと３週間ほどで夏休みに入ります。 

６月は、学校生活に関わるアンケートにご協力いただき、ありがとうございました。ご提出いただいた内容

全てに目を通し、担任と話ながら子どもたちに詳しい内容の聞き取りを行いました。まだ、解決していなかっ

たことに対してはきちんと解決を図り、全体的に指導が必要なことについては全職員で共通理解をし、全児童

に対する指導を行っています。貴重な情報をありがとうございました。今後も何か気になることがあるときは、

いつでもお知らせ下さい。勿論、そうならないように、引き続き日々の教育活動を充実させていきます。 

７月の全校集会の話は、「世界の人々から見た日本人の凄いと思うところ」を挙げながら、学校教育目標の

「まっすぐ伸びる」について話をしました。『規律』『マナー』『時間厳守』『安心・安全』『礼儀』『正し

い判断力』『信頼』『衛生』『思いやり』『子どもたちによる学校掃除』･･･これらは全て学校生活の中で学ん

でいることです。日本の学校は、教科の知識だけではなく、人として大切なことや心も道徳科をはじめ、その

他の多くの活動（体験活動、縦割り班活動、児童会活動、学校行事、係活動、当番活動等々・・・）を通して

学んでいます。取り組みの成果に喜んだり、時には失敗をして改めたり再挑戦したりしながら･･･。未来を担う

子どもたちの成長にこれからもしっかり携わっていきます。 

【熱中症・新型コロナウイルス感染症 両方に注意しましょう！！】 

 雨が降ったという印象があまりないまま、梅雨が明けました。これから、夏本番。新型コロナ感染症と同時

に熱中症にも気を付ける必要があります。安全・安心な学校生活が送れる環境を整え、維持していきたいと思

います。大山小学校の「新型コロナ感染症及び熱中症予防対策」につきまして、裏面に載せております。また、

別紙にて、文部科学省から出されたリーフレットも配布しております。ご確認いただき、みんなで予防に努め

ましょう。 

【有田工業高校生と一緒に、焼き物作りをしました！】 

 

 

  

 さすが、有田焼の町！自分でデザインした下絵を基に、高校生の助言や支援の手を受けながら、焼き物制作

に取り組みました。これから焼いたり釉薬を塗ってまた焼いたりと、時間をかけて仕上げていきます。仕上が

りがとっても楽しみです。 

【集団登校での安全の保障！】 

 

１日（水） 
ノーテレビ・ノーゲームデー ～3 日 

3 年生 岳の棚田見学 
１４日（木） 

６年生租税教室 

セラミーズ演奏会（昼休み） 

６日（水） 地区児童会（朝）、縦割り活動 １５日（金） ５年生着衣泳 

７日（木） 読み聞かせ １８日（月） 祝日 海の日 

８日（金） ＰＴＡ常任委員会 18：30～ ２０日（水） １学期終業式 

１１日（月） 
清掃週間 ～１５日 

５年生福祉学習 

２１日（木） 夏休み ～８月２８日 

２２日（金） 個人懇談会 ～８月３日 

 

        

学校教育目標 「おおいに学び、やさしく、まっすぐ伸びる」児童の育成 

    

児童の育成」 

有田町立大山小学校 

学校だよりＮｏ.６ 

令和４年７月１日発行 

文責：校長 佐伯 美和 

～感動と夢あふれる魅力ある学校をめざして～ 

右上のＱＲコードを読み取っていただくと大山小学校ホームページからもご覧いただけます。 

毎朝、見守り隊の方々に見守られ、子どもたちは安心・安全の

中、登校してきています。このことには素直に感謝の心をもてる子

になって欲しいと思います。また、集団登校をすることで、犯罪か

ら守られていたり、交通事故から守られていたりします。地区児童

会で決めた集合時間を守り、まとまって登校する、そして、自分の

荷物は自分で持つように、ご家庭でもお話されてください。 

 

 

 

 



 

大山小学校での「新型コロナウイルス感染症及び熱中症対策」について 

 

 5 月 20 日に厚生労働省から「マスク着用の考え方」が公表され、 

・ マスク着用は引き続き基本的な感染対策であること 

・ 身体的距離が確保できないが、会話はほとんど行われない場合のマスク着用の考え方 

等が示されました。また、５月２３日には、それも踏まえて、政府における「新型コロナウイルス感染症対策

の基本的対処方針」が変更されたところです。 

 これらを受けて、特にこれから本格的な夏季を迎えるに当たり熱中症対策も十分に行う必要がある中、学校

生活における児童等のマスク着用について、改めて留意する点をまとめましたので、お知らせします。 

 

 

１ 新型コロナウィルス感染症対策について 

（１） 基本的な考え方 

    今般の基本対処方針の変更後においても、基本的な感染症対策の重要性は変わるものではなく、引き

続き、感染対策（「三蜜の回避」「人と人の距離の確保」「マスクの着用」「手洗い等の手指衛生」「換

気」等）を徹底していくようにとのことですので、本校でも基本的にはそれに準じます。 

 

（２） 学校生活において、マスクの着用が不要な場面及びそれに際した留意事項 

○ 屋外で２ｍ以上の距離の確保ができる  

○ 会話を行わない  

○ 水泳の授業中  

○ 体育館での距離のとれる体育 

 

（３） ７月２１日からの夏季休業中におきましても、ご家庭の方で、感染防止に十分ご配慮ください。 

 

2 熱中症対策について 

（１） こまめに水分補給をする。 

 

（２） 帽子をかぶり、頭に直射日光を浴びない。 

→水筒（十分なお茶か水）、帽子を忘れずに持たせてください。 

 

（３） 暑さ指数(WBGT)が「危険」値（３１～）に達した時は、屋外での活動は控える。 

     →保健室横の掲示板に、随時、提示し、注視しています。 

 

（４） 水分補給の方法･･･口の中が一番吸収しやすいことから、水を口に含んでしばらく待つのが効果的 

とのこと。 

 

 


